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○生活道路等の見通しが

悪く狭い道では

｢出合頭事故｣に注意！

○幹線道路では｢左折巻き

込み事故｣等の右左折

する車両に注意！

～ 自転車関係人身事故『244件』の分析結果(令和４年～令和６年発生分) ～

○朝･夕の通勤･通学時間帯に事故が多発して

います。急ぐ気持ちを抑えて安全運転を！

95件(38.9％)に自転

車側に主な事故原因

がありました。
交差点周辺
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【発生場所内訳】

【第１当事者の内訳】

不明:12件

自動車

115件

自転車

95件

自動二輪車:11件

第１当事者(自転車)の違反の中では

一時停止違反が最多になっています。

必ず止まって安全確認を！

【自転車事故による賠償金の高額事例】

万円!!約
【事故概要】

平成20年、神戸市内で

小学生乗車の自転車と

歩行者が衝突、歩行者が

意識不明に！

兵庫県の保険加入率

兵庫県では自転車利用者の保険加入が県の

条例により義務付けられています！万が一

の事故に備えて必ず加入しましょう！

(令和5年度)

歩行者等

１件

【ヘルメットを着用】

頭部の負傷は致命傷につながり

ます。｢命｣を守るために

必ず着用しましょう！

【飲酒運転は厳禁】

アルコールは少量でも運転操作

に悪影響を与えるので危険です。

※道路交通法改正(R6.11)により、自転車も

酒気帯び運転の処罰対象となりました。

【ながら運転は危険！】

前を見ていない画像注視違反など

運転中の携帯電話の使用は

非常に危険な行為です！
※道路交通法改正(R6.11)により、自転車の

携帯電話使用違反の罰則が規定されました。

【事故多発時間帯】

１位:午前８時～午前10時 50件

２位:午前10時～午後０時 40件

３位:午後４時～午後６時 39件




